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責任と補償
厚生経済学の新しいパラダイム

鈴村興太郎・吉原直毅

　《厚生の平等》論に代替する《資源の平等》論を提唱したロナルド・ドウォーキンの心任と補償》の理

論は，厚生経済学に新たな非厚生主義的基礎を据えようとする最近の潮流のなかにあって，興味深い

パラダイムを形成しつつある．ドヴォーキンの示唆を，現代のミクロ経済学と公理主義的交渉理論の
分析的枠組みを用いて厳密に定式化してその整合性の検討や公理的特徴付けを行う作業はジョン・ロ

ーマーやマーク・フローベイたちによって開始されたが，ドウォーキンの信任と補償》のパラダイム

が厚生経済学に対してもつ意義は，依然として汲み尽くされていない．本稿は，厚生経済学のこの新

たな潮流を簡潔に展望して現状を評価するとともに，今後の一層の研究によって明らかにされるべき

問題を示唆することに充てられている．また，ドウォーキンの《責任と補償》のパラダイムの広い射程

距離を例示する目的で，地球温暖化問題の厚生経済学の骨格を説明している．

1．はじめに

　アーサー・ピグーが創始した《旧》厚生経済学は，

ひとびとの効用の基数性と個人間比較可能性を前提

する功利主義哲学に依拠していたため，その認識論

的基礎の《非科学性》を糾弾するライオネル・ロビン

ズの強い批判を浴びることになった．ロビンズの批

判に触発されて誕生した《新》厚生経済学は，ピグー

の功利主義哲学と訣別してパレートが開拓した序数

的効用理論に依拠してロビンズの意味における科学

性の衣装を纏うことには成功したが，ひとびとの間

に利害対立の可能性があるという自明の現実に直面

するために《補償原理（compensation　principles）》

を導入した途端に，政策の適否の判断を整合的に行

う能力に欠けるという論理的欠陥を露呈せざるを得

なかったD．ケネス・アローが開拓した社会的選択

の理論によれば，《新》厚生経済学が陥ったこの失敗

は決して偶発的な事故ではなく，社会的な選好判断

を整合的に形成する手続きないしルールに一般的に

内在する機能障害のひとつの事例であるに過ぎない．

一般不可能性定理として知られるアローの否定的な

結果は，実りある厚生経済学の構築のためには乗り

越える必要がある障害を明瞭に確認したという意味

で，むしろ非常に積極的な意義を担っている2》．ア

ロー以後ゐ厚生経済学者の課題は，彼が確認した障

害を直視して厚生経済学に新鮮な生命を吹き込むた

めに，新たな理論的基礎を求めることに設定された

ということさえ可能である．

　ここで我々は，厚生経済学の《旧》と《新》および社

会的選択の理論には，その他の面では著しい相違が

あるにも拘わらず，ひとつの重要な共通特性がある

という事実に注目しなければならない．これらのア

プローチの全てを通底する《厚生主義的帰結主義

（welfarist℃onsequentialism）》こそ，その顕著な共

通特性に他ならない3）．よく知られているように，

《帰結主義》とは，ある行動ないし政策の是非を評価

する際に，その行動ないし政策がもたらす帰結に専

ら注目して，帰結の善悪から遡って行動ないし政策

の善悪を判定する立場を指している．また，帰結主

義の特殊ケースである厚生主義的帰結主義とは，行

動ないし政策の帰結の善悪を判断する際に，その帰

結からひとびとが得る厚生（効用）のみに注目して，

厚生（効用）の物差しに反映されない帰結の特徴はお

しなべて無視する立場を指している．この共通の情

報的基礎の狭阻さこそ，伝統的な厚生経済学の《貧

困》の根底に潜む要因だという認識は，次第に多く

の厚生経済学老によって共有されつつある．この共

通理解を形成するうえで最も強い影響力を発揮した

経済学者こそ，アマルティア・センだった．

　厚生主義的帰結主義に対するセンの批判にはいく

つかの論法があるが，本稿では彼の功利主義批判の

鋭い武器を提供した《衡平性の弱公理（weak　equity

axiom）》にまず注目してみたい4）．
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衡平性の弱公理

　個人所得のどの水準に対しても，個人がが得る厚

生（効用）は個人ノが得る厚生（効用）を下回るものと

せよ．そのとき，所与の総所得をこれらの個人を含

むη人の個人の間で分配する際の最適状態におい

ては，個人ゴは個人ノよりも多くの所得を得ていな

ければならない．

　この公理は，どの所得水準においても個人ノより

も一様に低い厚生（効用）を得る《不遇》な個人かに対

しては，最適な所得分配において，その不遇を多少

とも補整する補償がなされることを要請するもので

ある．ひとびとの処遇の最小限の衡平性を求める公

理として，衡平性の弱公理にはかなりの説得力が備

わっているように思われる5｝．しかるに，ひとびと

の厚生（効用）の総和の最大化を求める功利主義が衡

平性の弱公理に抵触する帰結を生む可能性があるこ

とは，容易に確認することができる6）．総和を高め

る余地を追求するあまり，功利主義の原理は厚生

（効用）を生産する能力が低い不遇な個人に補償を与

えるよりは，むしろ《快楽機械》としての性能が高い

個人に重点的な所得配分を行う傾向があるからであ

る．功利主義のもっこの欠陥を詣り出すうえで，セ

ンの衡平性の弱公理は鮮やかな切れ味をもっている．

だが，ひとびとの効用（厚生）の背後に潜む事情次第

では，衡平性の弱公理の説得力に雲泥の差が生じる

ことに，われわれは注意すべきである．この事実に

関心を払うことによって，われ，われは現代の厚生経

済学の新しいパラダイムとして注目を集めつつある

債任と補償》の原理の意味と意義を明らかにするこ

とができるからである．

2．選択に伴う貴任と衡平性の弱公理

　ひとがその行動に対して賞賛や報奨，憐欄や補償

を受ける資格をもつか否かという判断を，そのひと

自身の自発的な選択行動と連結する考え方の起源は

まことに古い．事実，J．0．アームソン［Urmson

（1988／1998）］が「行動の責任……に関する我々の知

るかぎり最初の体系的考察」と呼んだアリストテレ

スの『ニコマコス倫理学』第3巻は，ひとは本来的

に自己の行動に対して責任があるという前提のもと

に，いかなる条件のもとでひとはその責任を免れる

ことができるかという問題を簡潔に考察している．

ひとが自発的に選択した行動の帰結に対して彼／彼

女は賞賛や非難を受けるべきだが，自発的に選択し
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たのではない行動の帰結に対して彼／彼女が受ける

べきは賞賛や非難ではなく，許しと憐欄であるとい

うのが，アリストテレスが展開した議論の要諦であ

る．

　よく知られているように，アリストテレスの倫理

学は，社会的関係を捨象した個人にとっての《善》を

考察することにあてられ，ていた．自発的な選択行動

に伴う責任に関する彼の考察も，さしあたりは個人

の《善き生（エウダイモニア）》の理論の一部であった．

これに対して，現代の自発的な選択行動に伴う責任

の理論は，まさに社会的な論脈におけるひとの自発

的な選択行動を，彼／彼女が正当に受け取るべき報

奨ないし補償の根拠の位置に据える考え方に立って

いる．この考え方に立脚する理論的展開の端緒とな

った彼の一連の論文［Dworkin（1981；1981a；1987；

1987a）］の冒頭において，ロナルド・ドウォーキン

は彼の理論の出発点を端的に示す次のような寓話を

挙げている：

ある裕福な父親が数人の子供をもつものとせよ．

そのうちのひとりは盲目であり，もうひとりは

高価な嗜好をもつプレイボー」イである．第3子

は高価な野心を抱いて政治家を志望しているが，

第4子は控え目なニーズしかもたない詩人であ

り，次の子供は高価な素材を用いる彫刻家であ

る，等々．そのときこの父親は，彼の遺言をい

かに書くべきか［Dworkin（1981，　p．186）］．

この父親が子供達の福祉に無関心ではないかぎり，

彼はそれぞれの子供が受け取る遺産からどの程度の

効用（厚生，快楽，欲望充足）を得るかを考慮に入れ

て，遺言の内容を決めることになるだろう．まず，

盲目というハンディキャップを負って誕生した子供

は，同じ所得水準のもとではハンディキャップをも

たない子供よりも一様に低い効用しか享受できない

ために，遺産相続に際してはそのハンディキャップ

を補填する主旨の補償を受ける資格があるように思

われる．事実，センの衡平性の弱公理に従えば，こ

の補償の支払いは理論的に正当化されることになる．

だが，高価な嗜好をもつプレイボーイの場合にも，

同じ所得水準のもとでは廉価な嗜好をもつ子供より

も一様に低い効用しか享受できないかもしれない．

もしそうだとすれば，高価な嗜好をもつプレイボー

イに対しても，センの衡平性の弱公理は補填的な補

償の支払いを理論的に正当化することになってしま
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う．ハンディキャップをもつ子供に対する補償的な

遺産分配を率先して肯定するひとであっても，同じ

理由からプレイボーイに対して補償の支払いを認め

ることに対しては，大いに躊躇するに違いない．

　この問題の発生源は，補填的な補償の支払いを根

拠付ける衡平性の弱公理には2つの状況　　ハンデ

ィキャップを背負う個人の状況と，高価な嗜好をも

つプレイボーイの状況　　を識別する情報的基礎が

欠けているという事実にある．2人の個人が表明す

る効用（厚生）に専ら依拠していては，この識別作業

の遂行は不可能である．効用（厚生）情報の背後を探

って，この作業の遂行を可能にする補完的な情報を

発見する論理こそ，アリストテレスの自発的選択に

伴う責任論なのである．

　明らかに，生得のハンディキャップを背負う個人

は，自ら選択したわけでは全くない《苛酷な不運

（brute　bad　luck）》による重荷を担わされて，この世

に誕生している．これに対して，贅沢な生活慣習に

よって，他のひとなら十分満足するビールには飽き

足りず，特別なヴィンテッジのクラレットやシャン

パンでなければ満足できない高価な嗜好を身に付け

たプレイボーイは，自ら責任を負うべき自発的な選

択によって，同じ所得水準のもとでは一様に低い効

用（厚生）しか得られない境遇を創り出したに過ぎな

い．この事実に注目して，衡平性の弱公理を適用す

る際に自発的な選択行動に伴う責任に配慮してこの

原理を補整すれば，ドウォーキンの寓話が示唆する

隆路から衡平性の弱公理を救出することができる。

必要とされる補整は簡単であって，（1）自ら責任を

負うべき自発的選択によってではなく，苛酷な不運

のためにどの所得水準において得られる効用（厚生）

も個人ノが得る効用（厚生）を下回る逆境に置かれた

個人かに対しては，所与の総所得を最適に分配する

状態においては個人ノより多くの所得が与えられる

べきだが，（2）効用（厚生）の一様な低さがその個人

の責任に帰する自発的選択に起因する場合には，補

償的な所得再分配は正当化されない，とすればよい．

この主旨の補整を受けた衡平性の弱公理は，福祉国

家論のひとつの基礎原理として，重要な機能を果た

す可能性をもつ原理であるように思われる7｝．

　だが，補整され，た衡平性の弱公理には依然として

大きな問題が残されている．残された第1の問題は，

補整された原理が適用される条件の成立を確認する

手段である．この問題への解答として，当事者達に

彼／彼女が獲得する主観的な効用（厚生）を尋ねると

いう素朴な方法には，決定的な限界がある．貧欲な

個人Aが優遇を得るために戦略的に表明する満足

が，苛酷な境遇に妥協して些細な恩恵にも過敏に反

応する個人Bによって真i摯に表明された満足を一

様に下回るとしても，個人Aを個人Bよりも優遇

する分配上の配慮が正当化できるとは思われないか

らである8〕．また，効用の個人間比較を仮説的選択

行動によって基礎付けるために，アロー［Arrow

（1963，pp．114－115）］によって導入された《拡張され

た同情（extended　sympathy）》アプローチを採用し

たとしても，《想像上の境遇の交換（hypothetical

exchange　of　circumstances）》に基づいて仮説的な

選択を行う評価者の主観を離れて，客観的な効用

（厚生）の個人間比較が可能になるわけでは決してな

いことに注意すべきである9）．

　補整された衡平性の弱公理に残される第2の問題

は，この原理に基づいて自己責任を問われるいわれ

がない不遇な境遇を考慮して補償的な所得分配を行

ったとしても，その結果得られる状態が客観的な衡

平性を満足する保証はないという点である．この原

理の指示にしたがって不遇な個人を優遇する補償的

な所得分配を実行して到達された状態では，依然と

して当初の不遇な個人の不遇が継続する可能性もあ

るが，逆に過大な補償の結果として，境遇の逆転が

生じてしまう可能性もあるからである．この意味に

おいて，衡平性の弱公理の規定は確かに弱い　　お

そらく弱すぎる　　のである．

　これら2つの問題を考慮すれば，責任と補償の観

’点に立脚する衡平性の理論を前進させる手掛かりを

発見することができる．第1に，ひとの境遇を評価

するためには，効用（厚生）の主観的評価という厚生

主義的な考え方を離れて，ひとが置かれた客観的な

境遇それ自体に焦点をあわせる非厚生主義的な基礎

付けが必要とされるかもしれ，ない．ロールズがその

《正義論（theory　of　justice）》の情報的基礎として採

用した《社会的基本財（social　primary　goods）》にせ

よ，センがその福祉と自由の経済理論の情報的基礎

として提唱した《機能と潜在能力（functionings　and

capabilities）》にせよ，従来の厚生経済学の厚生主

義的な情報的基礎と訣別する概念構成であった．責

任と補償の観点に立脚する衡平性の理論に堅牢な基

礎を与えるためには，やはり厚生主義的帰結主義と

の訣別が必要とされるのかもしれない．第2に，わ

れ’われは衡平性の弱公理が目指した改善の政策基準

ではなく，むしろ衡平なあるいは平等な状
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態とはなにか，そして平等な状態を実現するメカニ

ズムとはなにかという問題に，考察の焦点を合わせ

直す必要があるのかもしれない．

　ドウォーキンの連作論文の第2部は，これら2つ

の必要性に正面から対応する《資源の平等（equality

of　resources）》論を展開する開拓者的な試みであっ

た．次節では，この試みに触発された研究のサーベ

イと評価を行うことにしたい．

3．債任と補償》の理論と《資源の平等》論

3．1　ドウォーキンの《資源の平等》論

　ドウォーキンの《資源の平等》論は，ユニークな

《資源》概念に立脚して構成されている．彼が意味す

る資源には，各個人が所有も譲渡もできる財・サー

ビスのみならず，彼・彼女が誕生の偶然によって賦

与される資質やハンディキャップも含まれている．

以下では，前者の意味における資源を《外的資源

（external　resources）》と呼び，後者の意味における

資源を《内的資源（internal　resources）》と呼ぶこと

にする．内的資源を資源概念に含めることによって，

ドウォーキンは偶然的・環境的要因に基づく個人の

境遇の格差のみを社会的補償の対象とする一換言

すれば，個人の価値や選好など，彼／彼女が選択責

任を負うべき要因に基づく個人の境遇の格差は社会

的補償の対象とはしない　　平等性の基準を確立し

ようとしたのである．

　それでは，譲渡不可能な内的資源の賦存状態に個

人間の格差が存在する状態において，《包括的な資

源の平等》の概念をどのように定義することができ

るだろうか．また，包括的な資源の平等を実現する

1ためには，いかなるメカニズムによって外的資源の

配分を実行すればよいのだろうか．ドウォーキンに

とって，これら2つの問題はあるひとつのメカニズ

ムによって同時的に答えられるべき問題である．そ

のメカニズムこそ，《仮説的保険市場（hypothetical

insurance　market）》であった．

　仮説的保険市場のメカニズムを定式化するために，

ドウォーキンは以下のような虚構の状況を想定する．

この状況では，各個人は自分自身の効用関数を知っ

ているが，自分がいかなる資質やハンディキャップ

を賦与され，て誕生することになるかに関しては，確

実な知識をもっていない．彼／彼女が内的資源に関

して知り得る全ての情報は，客観的な確率分布のみ

である10｝．低い資質や重度のハンディキャップをも

たらす《誕生籔》を引き当てた不運な個人は，人生展
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望に関して低い期待効用をもたざるを得ないが，優

れた資質をもたらす誕生籔を引き当てた幸運な個人

は，高い期待効用をもつことになる．全ての人々に

は等しい額の貨幣が賦与され，て，それを用いて彼ら

は財・サービスなど外的資源を購入することもでき

るが，自分の誕生籔がハンディキャップをもたらす

場合には，それを補整する補償の支払いを約束する

保険を購入することもできる．

　芥川龍之介の『河童』には，母親の胎内の子供に

父親が誕生の意志を問いかけるシーンがあるが，現

実世界には仮想的な誕生籔の不運な帰結に備えて事

前に保険を購入する機会などは存在しない．この意

味において，ドウォーキンが想定する仮説的保険契

約は，明らかに虚構の世界に関する思考実験に過ぎ

ない．だが，ある個人が特定のハンディキャップを

背負って誕生する現実世界の状況は，仮想的な誕生

籔が実際に生み出したひとつの帰結であると解釈す

ることも可能である．この解釈に立って，虚構の世

界における仮説的保険市場の均衡状態を考えてみる

と，現実世界でハンディキャップを背負う個人に対

してどれだけ外的資源を移転して社会的な補償を行

うべきかという問題に対して，ひとつの規範的な解

答を提出することができる．誕生籔の不運な帰結に

対処して仮説的保険市場で購入された保険　　状態

指定付債券　　が実現されたハンディキャップ状態

に対して支払いを約束する外的資源の量を補償額と

すれ，ば，現実世界における《包括的資源の平等》を実

現できるというのがドウォーキンの解答である．

　この解答の規範的根拠を明らかにするためにドウ

ォーキンが導入した分析概念こそ，2種類の運・不

運の概念　　《オプション・ラック（option　luck）》

と《プルート・ラック（brute　Iuck）》　　だった．オ

プシ。ン・ラックとは，自らの選択に基づいて参加

したギャンブルが，結果的に幸運をもたらすか不運

をもたらすかというリスクの概念である．これに対

してプルート・ラックとは，自らの意思的行為を含

まない《自然》が行うギャンブルによって，ひとに否

応なく降り掛かってくる外部的な運・不運のリスク

の概念である．この概念を用いて表現すれば，全て

の個人が誕生籔の結果に関する客観的確率分布を正

しく知っていて，誕生籔が公正であり，しかも誕生

籔の結果に対する公正な保険市場が存在すれば，市

場均衡において実現する誕生籔の結果はオプショ

ン・ラックであるに過ぎない．このように，仮説的

保険市場は誕生籔の結果をプルート・ラックからオ
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プション・ラックに転換する社会的機能を担ってい

る．しかも，この仮説的保険債券が約束する状態指

定付の支払い契約に基づいて現実に実現され，たハン

ディキャップに対する社会的な補償の支払いを行え

ば，その結果として実現される資源配分は包括的資

源の平等な分配が実現された状態と呼ぶに相応しい

資格を備えている．なぜならば，貨幣の初期配分は

平等なので，購入可能な保険契約に関する機会集合

は全ての個人にとって同一であり，その機会を用い

て全ての個人は選択的にプルート・ラックをオプシ

ョン・ラックに転換し得たからである．たまたま機

会を活用し損ねたひとは，自己の選択に伴う責任を

引き受けるべきであって，仮説的保険市場を媒介し

て定義された包括的資源の平等分配状態に対して異

議を唱える資格はない．これがドウォーキンの《資

源の平等》論のエッセンスである．

3．2　ローマーのドウォーキン批判

　ジョン・ローマー［Roemer（1985；1986；1994；

1996）］は，ドウォーキンの《資源の平等》論を詳細に

検討して2つの重要な批判を提出した．彼の批判の

第1点は，ドウォーキンの仮説的保険市場が意図通

りの機能を果たせないことを示すことによって，こ

のメカニズムを発見装置として構成された《包括的

資源の平等》概念が極めて脆弱な基礎に立っている

ことを明らかにするものである．ローマーはさらに

進んで，仮説的保険市場という信頼性の保証がない

発見装置に代替する《包括的資源の平等》論の公理主

義的な基礎付けを求めて，平等主義的な資源配分ル

ールが満足すべき最小限の公理を定式化した．彼が

発見した衝撃的な結果は，これらの公理を全部満足

する資源配分ルールがもたらす外的資源の配分は，

ドウォーキンが意図した《資源の平等》基準ではなく，

むしろ《厚生の平等》基準に帰着するというものだっ

た．これ，がローマーのドウォーキン批判の第2点で

ある．もしこの批判が正しければ，ドウォーキンの

《資源の平等》論は彼の意図を完全に裏切って，その

対極にある筈の《厚生の平等》論に還元されてしまう

ことになる．

　ローマーの第1の批判は，自らの責任には帰せら

れない不遇な状態にあった個人の境遇が，ドウォー

キンの仮説的保険市場を通じる外的資源の再配分を

実行すれば，さらに一層悪化することを示す巧妙な

例に基づいて展開されている．この例［Roemer

（1985）］の簡潔な紹介は，本稿末尾のAppendix　A

で与えられている．不遇な個人自らに選択責任を問

えない《内的資源の不平等》を，仮説的保険市場を通

じて発見される外的資源の再分配によって補整する

メカニズムがドウォーキンの債任と補償》の原理を

実現する保証がないという事実は，ローマーのこの

例によって確立されたといってよい．《責任と補償》

の原理に立脚する《資源の平等》基準を確立するため

には，仮説的保険市場メカニズム以外の発見機構が

必要とされることになったのである．

　ローマーは，ドウォーキンに対する彼の第2の批

判の基礎作業として，経済環境における交渉ゲーム

の理論的枠組みを用いて《資源の平等》論の公理化を

試みた．彼の公理系の簡潔な紹介は，本稿末尾の

Appendix　Bで与えられている．この公理系に含ま

れる4つの公理は，《資源の平等》論に則った資源配

分ルールならば当然満たすことを期待される性質で

あるとローマーが考えた以下の直観的な要請を，そ

れぞれ精確に定式化したものになっている．

要請1　（パレート最適性）

　　　ルールが実現する資源配分は，パレート効率

　　　的でなくてはならない．

要請2　（対称性）

　　　全ての個人が同一の効用関数をもつ場合には，

　　　ノレールは全員に等しい外的資源を指定しなけ

　　　ればならない．

要請3　（資源単調性）

　　　経済環境が変化して外的資源の賦存量が増加

　　　する場合には，ルールが指示する外的資源の

　　　再配分のもとで，どの個人の効用も低下して

　　　はならない．

要請4　（次元間の整合性）

　　　外的資源と内的資源が存在する経済環境にお

　　　ける各個人の効用可能性集合が，外的資源だ

　　　け存在する経済環境における各個人の効用可

　　　能性集合と一致する場合には，後者の状況に

　　　おいてルールが指定する外的資源の配分は，

　　　前者の状況でルールが指定する包括的資源の

　　　配分に含まれる外的資源の配分と一致しなけ

　　　ればならない．

　ローマーの4つの公理が定式化するこれらの要請

のうちで，最初の3つの要請は直観的な意味内容も

明確なうえに，《資源の平等》論に則った資源配分の

ルーノレが満たすべき規範的な基準としても，それな
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りの説得力を備えているといってよい．これに対し

て，CONRAD（Consistency　of　Resource　Alloca－

tion　Across　Dimensions）と呼ばれ，る第4の公理は，

ドウォーキンの仮説的保険市場メカニズムの性能に

疑問を呈したローマーの第1の批判を念頭に置いて，

同じ主旨の批判が公理化される資源配分ルールに対

しては妥当しないように配慮した公理である．その

規範的な説得力にしても内容の透明性にしても，

CONRADの根拠は他の公理の場合とは比較になら

ないほど脆弱なものだといわざるを得ない．

　ローマーが示したように，これら4つの公理を満

足する配分ルールは，全ての個人に等しい効用（厚

生）を保証するパレート効率的な配分を指定するも

のに限られる．ローマーが得たこの定理は，彼の4

つの公理が《資源の平等》論に則った資源配分ルール

が満たすべき規範的な基準として承認される限りに

おいて，《資源の平等》論は実際には《厚生の平等》論

に帰着してしまうという驚嘆に値する事実を教えて

いる．ドウォーキンが構想した《資源の平等》論は

《責任と補償》の原理を体現する理論であるが，《厚

生の平等》論はこの原理と相容れないという意味で，

2つの平等論は《責任と補償》の原理を参照標準とす

る限り，まさに対極に位置する平等分配論である筈

だった．それだけに，2つの平等論が実際には同一

に帰するというローマーの主張は，非常に慎重な吟

味に値する．

　まず注意すべき事実として，《資源の平等》論に則

った資源配分ルーノレを特徴付ける筈のローマーの4

公理のうちには，ドウォーキンの《責任と補償》の原

理を具体化する公理は全く含まれていないという点

が挙げられる．それのみならず，意味内容が必ずし

も明瞭ではないCONRADは，むしろ《責任と補償》

の原理とは相容れないインプリケーションを含んで

いるのである11）．事実，2つの経済環境における効

用可能性集合が同一である限り，内的資源が存在す

る場合でも外的資源しか存在しない場合でも，2つ

の経済環境に対してルールが指定する外的資源の配

分は同一であるべきだというのがこの公理の要請だ

った．この要請は，効用の物差しに反映される

厚生主義的帰結主義が視点を絞る　　情報のみに基

づいて，外的資源の分配に関する規範的な判断を下

すことを意味している．だがこの公理が体現する規

範的判断のスタンスは，厚生（効用）情報の背後に潜

む非厚生主義的な情報を探って，ハンディキャップ

を負う個人と高価な選好を自ら醸成したプレイボー
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イの処遇を明示的に区別しようとしたドウォーキン

の債任と補償》の原理とは，まさに真っ向から対立

する考え方である．したがって，軽率に読めばドウ

ォーキンの《包括的資源の平等》論に対する致命的な

打撃であるかにように思われるローマーの結論は，

《厚生の平等》論の公理化としてはともかくとして，

ドウォーキン批判としては全く無効であるといわざ

るを得ないのである12）．

3．3　《責任と補償》：伯然報酬の原理》と《補償の

　　原理》による公理化

　ドウォーキンの債任と補償》の原理それ自体は受

け入れるにしても，個人に責任を負わせるべき要因

と個人に責任を負わせるべきでない要因とを区分す

る方法に関しては，ドウォーキンとは異なる様々な

考え方を採用する余地がある．ドウォーキン自身の

区分：方法は《選好》と《資源》との区分　　これを《ド

ウォーキンの切断（Dworkin’s　cut）》と呼ぶ　　であ

って，彼はこの区分を前提として《厚生の平等》論に

代替する《資源の平等》論を主張したのである．ドウ

ォーキンの切断とは異なる方法で責任要因と非責任

要因とを区分したうえで，代替的な平等論を展開し

た代表的な試みとしては，リチャード・アーネッソ

ン［Arneson（1989；1990）］やジェリー・コーエン

［Cohen（1989；1990）］などが挙げられる．紙幅の関

係もあって，これら代替的平等論の詳細な展望と評

価は，別の機会に譲らざるを得ない13）．

　ドウォーキン以降の平等論研究のもうひとつの潮

流は，《責任と補償》の原理それ，自体を公理化して，

この原理の内部的整合性および他の規範原理との論

理的な整合性を研究すること，およびこの原理によ

って正当化され得る資源配分ルールの公理的な特徴

付けを行うことである．この主旨の研究をミクロ経

済理論の枠組みを用いて精力的かつ精密に展開して

きた代表的な経済学者がマーク・フローベイ
［Fleurbaey（1994；1995；1995a；1998）］，ウォルタ

ー・ボッサール［Bossert（1995）］およびフローベイ

講マニクエ［Fleurbaey　and　Maniquet（1996；1999；

1999a）］などである．このラインの研究は，帰結な

いし社会状態に影響を与える様々な個人的要因を，

その個人に選択責任を負わせることが適切な要因

《責任的要因（responsib豆e　factors）》 とその

個人に選択責任を負わせることが不可能あるいは不

適切な要因　　《非責任的要因（non－responsible

factors）》　に区分できることを仮定したうえで，
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債任と補償》の原理を2つの独立した原理に分解す

ることを試みている．この分解の第1の構成原理は，

フローベイが《自然的報酬の原理（principle　of　natu－

ral　reward）》と呼んだものである．その主旨は（1）

各個人は責任的要因に関する限り自律的な意思決定

を行って自己の利得を選択的に追求する権利をもつ

が，（2）その権利行使に起因するいかなる帰結に対

しても，他に責任を転嫁することは許されない，と

いう考え方にあった．これに対して《補償の原理

（principle　of　compensation）》と呼ばれる第2の構

成原理は，非責任的要因の個人間格差に起因する特

定個人に不利な帰結は，外的資源の適切な再配分に

よって相殺されるべきだという考え方であった．こ

れらの構成原理が互いに独立した要請であることは

ほぼ明らかであるが，2つの原理が論理的に両立可

能であることが保証できるか　　したがって両者の

結合によって定義される《責任と補償》の原理は内部

的整合性をもつ保証があるか　　という問題の解答

は，それほど自明ではない．事実，様々な経済問題

の論脈において，《自然的報酬の原理》と《補償の原

理》との両立不可能性が論証されている．この主旨

の不可能性定理の簡潔な紹介は本稿末尾のAppen－

dix　Cで与えられ，ている．

　《自然的報酬の原理》と《補償の原理》が一般には両

立不可能であるとすれば，自然に登場する次の研究

課題は，（1）これらの構成原理の要求内容を緩和す

ることによって，緩和された構成原理の間の論理的

整合性を確保すること，（2）両立可能な構成原理を

満足する資源配分ノレールのクラスを公理的に特徴付

けること，である．このプログラムに従う研究の簡

潔な紹介も本稿末尾のAppendix　Cで与えられてい

るが，興味深い事実はこのシナリオに従って公理的

に特徴付けられるルールが，《羨望が存在しないと

いう意味の衡平性（equity－as－no－envy）》基準［Foley

（1967）；Kolm（1971／1997）；Varian（1974）］か《平

等等価（egalitarian　equivalence）》基準［Pazner　and

Schmeidler（1978）］のいずれかと密接な関連をもつ

ことになる点である．正統派の厚生経済学における

衡平性基準として最大の影響力を振っ．てきたのがま

さに《羨望が存在しないという意味の衡平性》基準と

《平等等価》基準であるだけに，緩和された《自然的

報酬の原理》と《補償の原理》によって定義される緩

和された債任ど補償》の原理がこれらの衡平性基準

と密接な関わりをもっという結論は，確かに非常に

興味深い．とはいえ，フローベイによる《自然的報

酬の原理》と備償の原理》の定式化がドウォーキン

の債任と補償》の原理のエッセンスを的確に捕捉し

得ているかどうかに関しては，依然として異論と反

駁の余地が残されている．端的にいって，これらの

構成原理は極めて帰結主義な観点から定式化された

要請であって，ドウォーキンが本来意図した　　非

厚生主義的な　　概念を，的確に定式化し得ている

とは認め難いからである．この点を追求する最近の

研究に関しても，本稿末尾のAppendix　Cを参照し

て戴きたい．

4．地球温暖化問題を巡る債任と補償》

　《責任と補償》の理論は，広範な経済問題に対して

的確な分析視点を提供する規範的経済学の新しいパ

ラダイムである．この事実を例示するために，本節

では地球温暖化問題の厚生経済学のエッセンスを簡

潔に提示することにしたい14）．その準備作業として，

地球温暖化問題には正統派の厚生経済学，道徳哲学，

法哲学，政治哲学の標準的な分析を適用できない

様々な特異性があるという事実を，簡潔に確認して

おく必要がある．

4．1地球温暖化問題の特徴

　（1）　外部性としての地球温暖化問題

　経済学的にいえば，地球温暖化問題とは《外部性

（externalities）》現象　　市場を経由せずに，ある

経済主体の行動が付随的に他の経済主体の利得に対

してプラスまたはマイナスの影響を及ぼす現象

の一例であるといってよい．だが，地球温暖化問題

と通常の外部性問題　　例えば公害問題　　との間

には，ひとつの重要な差異がある．空港の騒音や工

場排水による生活環境の汚染など通常の公害問題の

場合には，加害者と被害者が同時点に並存している

のが通例である．だが，地球温暖化問題の場合には，

関係する全ての当事者が同時点に並存することはあ

り得ない．過去および現在の経済活動が付随的に排

出した温暖化ガスの影響を受ける被害者は主として

遠い将来の世代であって，現在時点では彼らは未だ

存在しない．また，加害者である現在世代と過去世

代のうち，過去世代は現在時点ではもはや存在しな

い．このように，現在時点で地球温暖化問題に関す

る意思決定に参加できるのは，加害者の僅かな一部

を形成する現在世代，すなわち意思決定の時点に生

存する世代だけなのである．

　（2）　世代間の歴史的構造と人格の非同一性問題
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　地球温暖化は超長期にわたる問題であって，登場

人物は幾世代にもおよび，同時並列的にではなく，

歴史的構造をもって継起的に登場してくる．過去か

ら現在に到る歴史的経路は無数の可能性のなかから

既にただひとつに確定していて，その経路上に存在

した人々および現存する人々も不可逆的に確定して

いる．だが，将来どのようなタイプの人々がどれだ

け存在することになるのかは，現在世代の行動が決

定する歴史的経路次第で異なるものとなって，意思

決定の時点では確定していない，たとえば，先進国

で石油の利用を厳しく制限する温暖化対策が採用さ

れる場合と，全く制限がなされ，ない場合とを比較し

てみよう．石油の利用は現代生活のあらゆる側面に

関わっているから，2つの場合では衣食住の在り方

や移動の機会・便宜性が大きく異なってくるために，

人々は異なるパートナーと出会って異なる家族を構

成して，異なる生活経験を積み重ねてゆくことにな

るだろう．したがって，数十年のうちには生存する

人々の数やその固有の特性が，非常に異なる結果に

なる筈である．また，温暖化ガスの排出を抑制しな

かった場合には太平洋上の島喚声が水没することに

なり，民族構成が大きく変化するかもしれない．そ

の一方では，従来は永久凍土と考えられていた地域

が耕作可能となって，人口規模とその地域配分が大

きく影響されることになるかもしれない．

　このように，将来時点に存在する人々の数やその

固有の特性は，現在世代の行動に依存して可塑的で

ある．過去から現在に至る経路はユニークに確定し

ているが，将来への経路は現在時点で実行可能な行

動の数と同じ数だけ存在するのである．現在を時点

’＊とすると，時点〆においてある行動が選択可能

であるか否かは，歴史の起点0から’＊一1までの期

間に実現された行動経路α匹1＝（　0　　　　　ご串一1α，”㍉α）に依

存する．そこで，時点’＊において実行可能な行動

全体の集合をA‘翠（バー1）と書き，現在世代が行動

〆∈Aご＊（　‘串一1α）をとるとき，時点〆＋1以降に存

在する可能性のある人々の集合N（α診りと書く．集

合N（αつに属するのは，行動αご零が定める歴史の

樹（tree）の枝の前方にある経路上に存在する全ての

人々である．いま，時点〆以降に存在する可能性

のある人々の全体

　　　　　N、・：＝∪。・・∈渦’・（。’・一・）N（αつ

を，《時点’＊以降のpotential　people》と呼ぶことに

すると，一般的には〆≠ゲ累であれば

　　　　　　　　2V（〆）≠N（ゲ）
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となる．これがデレク・パーフィット［Parfit（1982，

1984）］によって指摘された将来世代の人格の《非同

一性問題（non－identity　problem）》である．

　ところで，パーフィットによって指摘された人格

の非同一性問題は，生物学的存在としての人間の異

時点間の非同一性を意味している．だが，人間は社

会的存在であるから，生物学的な個体の識別特性の

みならず，選好・価値判断能力・労働能力・消費享

受能力など，社会的論脈における様々な個体識別特

性も，その個人の人格を決定する重要な要因である．

選好や能力は長期的な自然・社会環境によって内生

的に形成されるものであるし，特定の能力の有効性

も環境次第で異なってくる．地球温暖化対策の在り

方それ自体が，長期的な経済環境や社会の構造を大

きく変える効果をもつことを考慮すれば，様々な温

暖化対策次第で将来存在する人々の社会的存在とし

ての個体識別特性が異なってくることは，ほとんど

不可避的であるように思われる．生物学的存在とし

ての人格の非同一性を《生物学的な非同一性問題》，

社会的存在としての人格の非同一性を《社会的な非

同一性問題》と呼ぶことにすれば，たとえ生物学的

存在としての人格が同一であったとしても，社会的

な非同一性問題の発生は依然として不可避的である

と考えるべきなのである．この当然の事実を認めれ

ば，地球温暖化問題の二三における規範的判断を形

成することが容易ならざる課題であることは明白で・

ある．たとえば，自動車を頻繁に使用する社会で育

ったひとは自動車の利用に対して強い選好を体得す

るようになろうが，石油の利用が制限された結果と

して公共的交通機関が発達した社会で成長したひと

は自動車の利用をそれほど好まない選好を体得する

ことになるだろう．このとき，「前者の帰結と後者

の帰結のどちらが好ましいか」という設問は，社会

的判断の基礎におかれるべき個人的選好それ自体が

経路に依存して異なるものであるために，原理的に

解答不可能となるのである．

　（3）世代内の差異

　同一世代内の人々の間にも2つの点で重要な差異

があって，その事実が問題をさらに複雑化する．第

1の差異は経済発展段階の相違に根差す差異であり，

第2の差異は地球温暖化の影響の受け方の相違に根

差す差異である．

　経済の発展段階は明らかに国家間・地域間で異な

り，同一の世代内にも様々な経済発展段階にある国

家・地域が並存しているのが現実である，先進地域
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に生活する人々は，現在の大規模な経済活動から生

み出される財貨のフローから受益するのみならず，

過去の高い水準の経済活動が結実したストックから

も大きな便益を享受している．このようなストック

を生み出した過去の経済活動も付随的に温暖化ガス

を排出して，現在時点までの温暖化ガスの蓄積に寄

与してきたことは間違いない．したがって，経済発

展段階を異にする国家・地域は，経済活動のフロー

の成果から直接的に，また資本やインフラストラク

チュアなどのストックから間接的に享受する便益に

大きな格差をもつのみならず，経済活動に起因する

温暖化ガスの蓄積量に対する貢献度という点でも，

大きな格差をもっているのである．

　さらにまた，同一世代の間でも国家間・地域間で

地球温暖化から受ける影響の度合には大きな差異が

ある．事実，太平洋上の島喚国が水没の危機に直面

する一方で，永久凍土ないし耕作不適と考えられて

いた土地が耕作適地になって大きな利益を得る可能

性があるという既に指摘した点を考慮すれば，地球

温暖化に対する政策の在り方に関する国際的合意の

形成可能性は，さらに一層その複雑さを増すことに

なる．

4．2　正統派厚生経済学の適用可能性

　このような構造をもつ地球温暖化問題に対して，

正統的な厚生経済学の分析装置はどの程度まで適用

可能なのだろうか．以下では標準的な厚生経済学の

分析装置を順々に取り上げて，この論脈におけるそ

の有効性を吟味することにしたい。

　（1）パレート効率性基準

　厚生の個人間比較を排除する《新》厚生経済学に厳

密に従えば，代替的政策の比較のために依拠し得る

唯一の規範的な基準は《パレート効率性（Pareto

efficiency）》の基準である．政策αと政策∂がもた

らす帰結を，関係する全ての人々が自分自身の選好

にしたがって比較するとき，誰ひとりとして政策ろ

を政策αより好むことはなく，少なくとも一部の

人々は政策αの方をより好むとき，政策αは政策6

をパレートの意味で優越する　　あるいは単に《パ

レート優越》する　　という．現代の応用厚生経済

学のほとんどは，このパレート基準に依拠して政策

の是非を判定しているといって過言ではない．とこ

ろが地球温暖化問題の論調では，前節で説明した人

格の非同一性問題のために，現在世代の政策の選択

にパレート基準はほとんど全く役に立たないのであ

る．いま政策α‘章とゲとを比較するとき，それぞ

れの政策の結果として将来生存する筈の人々！V（αつ

とN（ゲ）の人格は異なることになる．したがって，

パレート基準が唯一の情報的基礎とする人々の選好

に照らして2つの帰結の善悪を序列付けることは，

ほとんど不可能となってしまうのである15）．

　（2）補償原理

　パレート基準は，2つの政策間で効用の損失を被

るひとと利益を得るひとが同時に存在する場合には，

優劣の判定を放棄せざるを得ない．利害対立が存在

する状況にも適用可能な優劣判定の基準を構想する

試みこそ，ニコラス・カルドア，ジョン・ピックス，

ティボール・シトフスキー達によって提唱された補

償原理だった．ある財を《貨幣》とよび，政策αを実

行したときに効用の利得を得るひとから損失を被る

ひとへ仮に適切な貨幣の移転が行われ，れば全員の効

用を高め得るならば，政策αの実行は《カルドアの

意味で改善》であるという．逆に，政策αを実行し

なければ，個人間でどのような貨幣の仮説的移転を

行うにせよ，政策αを実行したときと比較して全員

の効用を高めることは決してできない場合には，政

策αの実行は《ピックスの意味で改善》であるとい

う．カルドァとピックスの両方の意味で改善である

とき，《シトフスキーの意味で改善》であるという．

応用厚生経済学の費用便益分析が依拠しているのは，

まさにこれらの補償原理なのである．

　地球温暖化問題の論脈においては，人格の非同一

性問題のために，補償原理もパレート基準と同様に

無力化する．地球温暖化対策が実行されたときと実

行されないときとでは将来世代の人格が異ならざる

を得ないために，2つの政策の優劣比較の情報的基

礎として各個人の効用の利得ないし損失を計測する

ことは，論理的に不可能となるからである．

　（3）　当事者間交渉による解決法

　外部性の効率的な解決方法としてロナルド・コー

ズ［Coase（1960）］が提唱したのは，外部性の出し手

と受け手の間の直接交渉による問題処理であった．

《コーズの定理》の名でよく知られ，ている命題によれ

ば，交渉費用が無視できる場合には，当事者間交渉

によって外部性の問題は効率的に解決できる．先に

挙げた空港の騒音問題を例に取れば，《静かな生活

を営む権利》　あるいは《騒音を無制限に出す権

利》　　が明確に設定されていさえずれば，当事者

間の交渉や取引を経由して騒音の水準や金銭的補償

などに関する合意が形成されて，外部性の問題は効
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率的に解決されることになる．もちろん，権利の設

定方法に依存して，最終的な所得分配に大きな差異

が生まれることは当然である．

　ところが地球温暖化問題では，加害者　　温暖化

ガスの発生者　　と被害老一温暖化の影響を被る

人々　　が同じ時点には並存しないという時間的な

構造があるために，当事者間の直接交渉による外部

性問題の解決が現実に不可能であることは明らかで

ある．規範理論としては，あたかもすべての当事者

が一堂に会して交渉するが如き仮想的な設定を置き，

この虚構の交渉場において合理的に推論される交渉

結果を，規範的に望ましい解決方法とみなす考え方

も可能である16》．だが，この意味の仮想的・反事実

的な設定においてさえ，将来世代を適切に代表する

エージェントを合理的に想定することは不可能だと

いわざるを得ない．そもそもこの仮想的な交渉に参

加するのは，温暖化対策が実行された場合に生存す

ることになる人々のエージェントなのだろうか，そ

れ，とも実行されなかった場合に生存することになる

人々のエージェントなのだろうか．前者だとすれば，

彼／彼女が代理する人々は温暖化対策が実行された

ときにのみ生存するのである以上，彼／彼女は温暖

化対策が実行されなかった場合に発生する被害に対

する補償を請求して交渉に参加する資格を欠いてい

る．後者だとすれば，彼／彼女が代理する人々は温

暖化対策が実行されなかったときにのみ生存するの

．である以上，補償の支払いという外部性の内部化費

用をシグナルとして現在世代が温暖化対策を実行す

ることになれば，彼／彼女はやはり将来世代を代理

して現在世代と交渉する資格を喪失することになる．

いずれの場合にも，地球温暖化問題の語脈において，

関係する当事者間の合理的な交渉を規範的理論の基

礎とすることは，原理的に不可能となるのである．

　（4）　権禾Uと義務

　社会的正義はしばしば権利と義務の関係として表

現される．地球温暖化問題における世代間の権利と

義務に関する常識論は，将来世代は現在世代に対し

て人為的な地球温暖化の影響を排除ないし緩和する

ことを要求する権利をもち，現在世代は将来世代に

対して人為的な温暖化を抑制する義務を負うと主張

するだろう．だが，地球温暖化問題における将来世

代と現在世代との関係を単純な権利一義務関係で把

握することには，やはり論理的な無理がある．

　この事実を理解するために，時点〆において「温

暖化対策を実行する」という政策をα歪富，「温暖化対
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策を全く実行しない」という政策をゲとすれば，

それぞれの政策の結果として将来生存する人々の人

格は異なり，N（αつ≠N（ゲりが成立することにな

る．それでは，どちらのグノレープの人々が現在世代

に対して温暖化の抑制措置を要求する権利をもち，

また現在世代はそのグループに対して義務を負うの

だろうか．

　まず，温暖化の進行した世界に生きるN（ゲりの

人々が，その権利を有するものと考えてみよう．だ

が，ひとたび現在世代が将来世代によって行使され

る権利に応じた義務を果たして温暖化抑制措置を実

行するならば，将来時点で生存するのはN（ゴりの

人々である．したがって，2V（ゲりの人々が温暖化

が抑制され，た世界に生きることは決してなく，権利

の行使は自己の存在を否定することになる．賦与さ

れた権利の自発的な行使が権利主体の存在を自ら否

定するような《権利》の設定は，明らかに不合理だと

いうべきである．

　逆に，温暖化が抑制された世界に生存するN（αつ

の人々が，現在世代に対して温暖化の抑制を要求す

る権利を有すると定める合理的根拠はやはり存在し

ない．なぜならば，温暖化が抑制されなかったとき

に生存するのは1＞（ゲ）の人々であって，1V（αつの

人々は温暖化が抑制されなかった世界には存在して

いないからである．

　結局，将来世代の人格の非同一性問題のため，地

球温暖化対策を将来世代の権利に対する現在世代の

義務として根拠付けることは論理的に不可能なので

ある．

4．3　地球温暖化問題における《責任と補償》

　地球温暖化問題に対する政策の規範的な根拠を，

正統的経済分析が依拠してきたパレート基準，補償

原理，交渉解に求めることは，論理的に不可能であ

る．温暖化対策の根拠を単純に将来世代の権利に対

する現在世代の義務として位置付けることも，やは

り論理的に不可能である．では，「現在世代の選択

次第で将来の歴史的経路上に存在する人々は異なる

のだから，現在世代が行う選択に対する規範的な判

断基準は論理的に存在し得ない」という一種の不可

知論に，われわれは陥らざるを得ないのだろうか．

この不可知論の罠から脱出するためには，全く別の

理論的な展開が必要である．

　この論脈においてわれわれが注目する考え方こそ

《責任と補償》の原理である．それは《選択の自由》を
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自発的に行使することに伴う責任を選択主体に帰着

させ，その選択が不利な結果をもたらしても，他者

への責任の転嫁を認めないという考え方であった．

それはまた，ひとが自分の自由意志ではコントロー

ルできない要因に基づく不遇と困窮に対しては本人

に責任を負わせるべき理由はなく，非責任的要因に

源泉をもつ不遇に対しては，社会的な補償が支払わ

れなければならないという考え方であった．この観

点から地球温暖化の問題を考えてみる場合に決定的

に重要な事実は，温暖化ガスを発生させる現在世代

の経済活動は将来世代の人格および福祉に対して

《外部的》に一将来世代には責任を問えない形で

　　影響すること，そして現時点で実行する政策を

完全にコントロールしているのはひとえに現在世代

であることである．したがって，債任と補償》の原

理に基づけば，地球温暖化問題に対して現在世代は

歴史的経路を決定する政策選択をコントローノレする

自律性をもつために，それに伴う《補償責任》を負う

べきであると考えられる．

　だが，《責任と補償》の原理の理論的フレームワー

クと地球温暖化問題の構造との間には本質的な差異

があって，この理論の結論を機械的に地球温暖化問

題に適用することは許されない．《責任と補償》の原

理のフレームワークでは，選択行為の責任主体とそ

の選択の帰結から影響を受ける主体は同一であるか，

または両老が異なる主体ではあっても同一時点に並

存する状況が，暗黙のうちに念頭に置かれている．

しかるに，地球温暖化問題のひとつの本質的な特徴

として，現在の選択行為の責任主体は現在世代であ

るが，この選択の外部効果を一方的に受容せざるを

得ない主体は未だ存在しない将来世代であるという

事実があった．現在世代が行う選択の結果に依存し

てその選択の帰結を経験する将来世代の人格が決定

され，彼らが享受し得る福祉もまた決定されるので

ある．この重要な特徴に留意すれば，現在世代が行

う《選択》の意味とその選択に伴う平町》の意味につ

いて，さらに注意深い考察が必要とされることにな

る．

　ここで注意を喚起すべき点は，現在世代が行う選

択は現在から将来への歴史的経路の選択に他ならな

いが，この選択は将来世代の人格と彼らが享受する

福祉の双方を，彼ら自身で選択をやり直す機会を与

えずに，外部的・不可逆的に決定する行為だという

事実である．したがって，現在世代が将来世代に対

して負うべき債任》のまず第1の意味は，なんらか

の明確で合理的な基準に照らして現在世代の選択が

《社会的に最善》であると説明可能な歴史的経路を選

択するという責任　　《説明責任（accountability）》

一なのである．

　現在世代が将来世代に対して負うべき二二》の第

2の意味を明らかにするために，現在世代には以下

の3つの単純な選択肢のみがある状況を考える．

（a）地球温暖化の進行をストップさせる政策．

（b）　地球温暖化の進行は放置するが，将来世代

　におよぶその影響を緩和するために，他の措置

　によって補償を行う政策．

（c）地球温暖化の進行を放置するのみならず，

　他の措置による補償も行わない政策．

現在世代がこれら3つの選択肢のどれを選ぶかによ

って，将来生存する人々の人格は異なり，彼らの福

祉水準も異なってくる．だが，どの人々が存在する

にせよ，現在世代の行う選択に対して将来世代に責

任を問うことはできない，別の表現をすれば，現在

世代が行う選択は将来世代にとっては彼らの福祉を

制約する非責任的な要因（non－responsible　factor）

である．仮に選択肢（c）を現在世代が選んだとする

と，その結果として将来時点で生存する人々は非責

任的要因に起因する不利益を被りながら，その不利

益を補整する補償を得ていないことになる．このこ

とは，選択肢（c）の先にある歴史的経路上では，《責

任と補償》の原理が実現されていないことを意味し

ている．これに対して，現在世代が選択肢（b）を選

んだ場合には，将来生存する人々は温暖化による不

利益を被りつつも，それを補整する補償の支払いを

受けていることになる．この経路上では《責任と補

償》の原理が実現され，ているというべきである．こ

のように，環境の悪化が不可避である場合には，《責

任と補償》の原理が実現される歴史的経路を選択す

る責任を現在世代は負う　　これが現在世代が担う

《責任》の第2の意味である1の．

　《責任と補償》の原理を世代間の問題に拡張して本

節で素描した地球温暖化問題の厚生経済学は，今後

の研究によって拡張・深化されるべき未完成なシナ

リオに過ぎない．だが，《責任と補償》の原理が新た

な規範的考察の有益な出発点になり得るパラダイム

を提供することを例示する役割は，それなりに果た

し得たものとわれわれは考えている．
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　　　源として総計Cのコーンがこの共同体に賦存して

　　　いる．2人の個人AとBはそれぞれ基数的に測定

　債任と補償》の原理の周辺には，本稿で十分には

論じ及び得なかった重要な論点が，未だ数多く残さ

れている．第1に，平等論の基礎としてこの原理を

位置付ける最初の前提として，「なぜ平等を価値規

範とするべきか（Why　Equality　P）」という根本的な

問題に答える必要がある．そしてこの第1の問題に

答える前提ともなる第2の根本的な問題は，「なに

に関する平等か（Equality　of　What　P）」という問い

かけである．現代の平等論の多くは，これらの2つ

の設問を巡って展開されている18）が，本稿は厚生経

済学の最近の展開に関わる限られた視点から平等論

の一部の論点を取り扱うに留まった．さらに体系的

な平等論の展開は，将来の機会を待つことにしたい．

　また，責任と補償の論理が規範的原理を発見する

方法としてもつ切れ味を例示するために考察した地

球温暖化の厚生経済学の二三においても，多くの重

要問題がほとんど手を付けられずに残されている．

例えば，現在世代が将来世代に対して負うべき説明

責任を果たすためには，歴史的経路選択の規範的原

理はいかなるものであるべきか．厚生経済学の歴史

のなかでこの問題に最も関連性の深い研究は《最：二

人口の理論（Theory　of　Optimum　Population）》であ

るが，最近多くの重要な研究がこの分野で行われて

いる19）にも関わらず，広範な支持を獲得し得る普遍

的な規範原理は，まだ発見されていないように思わ

れる．鈴村・蓼沼（2000）は，従来の規範原理の多く

　　総体的功利主義，平均的功利主義，臨界値功利

主義，ロールズ格差原理　　はこの丁丁においては

失敗せざるを得ないことを示したが，この分野に深

く分け入って新たな規範原理を模索する作業も，将

来の課題として残さざるを得ない．それにも関わら

ず，本稿がこの肥沃な未開拓地へ読者を誘ううえで

それなりの役割を果たし得たとすれ，ぱ，我々の目的

はひとまず達成されたことになる．

Appendix　A＝ローマーによるドウォーキンの《資

源の平等》論批判1　［Roemer（1985）］

　ローマー［Roemer（1985；1994）］はミクロ経済理

論の分析装置を用いて，ドウォーキンの仮説的保険

市場メカニズムはそもそも《資源の平等》基準を確立

するのに不適切であることを，以下の様な例で示し

た．2人の個人五とBからなる共同体で，外的資

可能で個人間で比較可能な効用関数。（・）および

ω（・）を有しているとする．ただし，この2つの効

用関数の間には

　　任意のC＞0に関して，灰C）〉ω（C）

という関係が成立しているとする．この効用関数の

違いの根拠は明らかにされていないものの，個人A

とBは，それぞれの効用関数θ（・）および”（・）の

特性に関して責任があるものとする．この経済環境

では，資源の範疇に属する要素は外的資源であるコ

ーンだけである．資源が譲渡可能な外的資源だけで

ある限り，《資源の平等》論に基づく資源配分は直ち
に，（・・，・・）一（壱σ，壱σ）・な・．その結果・し

て個人Bが享受する効用水準は個人みのそれより

も低いものとなるが，この帰結における不平等は責

任的要因に基づいている故に，何ら社会的是正の対

象にはならない．

　次に，この個人AとBの効用関数の効用生産性

の違いは，実は2人の内的資源であるエンドルフィ

ンの賦存量の違いに起因していることが明らかにな

ったとしよう．さらに2人の効用関数は単にコーン

の消費に対する選好を表現するだけでなく，実はコ

ーン消費とエンドルフィンの組み合わせに対する選

好を表す共通の効用関数として書き換えられること

が明らかになったとしよう。2人の個人AとBが

無自覚に消費していたそれぞれの内的資源であるエ

ンドルフィンの賦存量をα、とα2で表して，それは

α1＞α2という関係を満たすものとしよう．さらに

コーンとエンドルフィンの消費に対する選好を表現

する，2人の個人に共通の効用関数を％（・，・）で表

して，これは任意のC＞0に関して
　　　π（C，α、）一び（0），π（C，α、）＝ω（C）

という性質を満たすものであるとする．明らかに，

π（C，α2）〈π（C，α、）という性質が任意のC＞0に

関して成立する．この外的資源の平等配分における

帰結（効用水準）の不平等は，いまや2人の個人の譲

渡不可能な内的資源の不均等賦存に起因しているこ

とが明らかとなったのであり，そのため《包括的資

源の平等》論はさらなる外的資源の再分配を要請す

ることになる．なぜならば，この内的資源の不均等

賦存は2人の個人の自発的意思の統制を超えた偶然

的要因であるからである．

　外的資源の再分配政策の内容を決定するために，

ここで仮想的にエンドノレフィンの賦存量に関する
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《誕生くじ》を想定して，ドウォーキン流仮説的保険

市場を設定するものとしよう．いま，この2人の個

人は互いに等しい効用関数π（・，・）をもっているこ

とを知っているが，内的資源α1とα2のいずれが自

分に帰属することになるのかについて不確実である

とする．さらに，コーンは消費財であるが，貨幣と

しても利用され，得るものと考えて，初期においてそ

れぞれの個人に1／2Cのコーンが分配されるものと

仮定する．2人の個人はそのコーンを貨幣として用

いて，《誕生くじ》の結果に対する保険契約を締結す

ることを考える．そのとき，任意の個人の保険契約

に関する意思決定問題は，

　　　聡1［・（G，・D＋・（隔））］

　　　　s．ムC1十C2＝C

で与えられる．ここで，C、は個人．4またはBが，

のというくじを引いたときに，保険金支払いもしく

は受給の後に消費できるコーンの量である．同様に，

C2は個人．4またはβが，α2というくじを引いた

ときに，保険金支払いもしくは受給の後に消費でき

るコーンの量である．いま，効用関数π（・，・）はコ

ーン消費に関して単調増加であり，かつ素論で連続

微分可能な関数であるとする．さらに，分析の見通

しをよくするために，以下の性質を満たすとしよ
う：

　　　任意のC≧0に関して，

告・（C，α2）一・傷qの）

このような経済環境での保険市場均衡が内霜解であ

ると仮定すれば，任意の個人の上述の最適化問題の

一階条件は，翫（C、，α1）＝πc（C2，α2）が成立するこ

とである．（ただし，πc（・，・）は％（・，・）のC＞0に

関する偏微分係数を表す．）それゆえ，強凹かつ連続

微分可能な性質と上述の仮定により，最適な保険契

約は

　　　　　　　　童C2＝C1
　　　　　　　　α2

という性質を満たさなければならない．よって保険

契約の履行の結果外的資源の配分はG・静・

C2という特徴を持つ．より不遇な内的資源賦存の

ために再分配政策によって正の外的資源による補償

を受けるべき立場の個人Bは，むしろ再分配の結

果として，それ以前の平等な外的資源分配の状況よ

りも状態が悪化しているのである．これは《資源の

平等》論が目標とすべき帰結としての資源配分とは

いえないとローマーは主張するわけである．

Appendix　B：ローマーによるドウォーキンの《資

源の平等》論批判2　［Roemer（1986）］

　ローマー［Roemer（1986；1987；1994；1996）］は

経済環境下の公理的交渉ゲーム理論の枠組みを用い

て，《資源の平等》政策が満たすべき必要条件を4つ

の公理として定式化して，《資源の平等》基準はドウ

ォーキンが言うように本当に《厚生の平等》基準に取

って代わる独立した基準であるのか否かを分析した．

　以下，経済環境下の公理的交渉ゲームのモデルを

定義する．η人から構成される社会を考え，それ，を

集合1＞で記述することにしよう．この社会の経済

問題は，純粋交換経済の下でのある与えられた資源

のη人の個々人への配分問題である．各個人の消

費選好は基数的に測定可能で個人間比較可能な効用

関数によって表されるものとする．この社会で認識

されている財の種類が〃z個ある場合に，この〃2種

類の財に対する効用関数のクラスをσ㈲で表して，

それはR望上の実数値効用関数で強単調増加，連続，

かつ凹性を有し，さらに％（0）＝0を満足する全ての

関数の集合であると仮定する．ひとつの経済環境は

財の種類，財の総賦存，効用関数のプロファイルの

組み合わせによって定義され，ε＝〈勉；譲；π1，…，

ガ〉として記述される．ただし，諺∈即であり，か

つ任意の庭2Vに関して，が∈σ㈲であるとする20》．

このように定義された〃3種類の財がある経済環境

のクラスはΣ㈲で記述される．さらにΣ：＝∪鋸Σ㈱

であるとする．ある経済環境6∈Σ㈱における効

用可能性集合は，

且（の：＝｛（πうご酬∈」研1ヨ（房うんκ∈£轡，

　Σ♂≦τ，πf（垣う＝πゴ（∀ゴ∈2＞）｝
　ご∈1V

によって定義される．効用関数の仮定により，効用

可能性集合A（θ）は，強包括的（strictly　compre－

hensive）で，原点0∈躍を含む閉凸集合となる．

　配分ルール（もしくは配分メカニズム）は，各経済

環境ε∈Σに対して実行可能配分集合Z（ののあ

る非空部分集合を割り当てる対応Fである21）．以

下では，考察する配分ルールは以下の条件を満たす

ものに限定する：

Axiom　DΣ＝配分ルールFは，任意の経済環境6∈

Σに対して，以下の2つの性質をもつ対応である．



本質的一価性（Essential　single－valuedness）：

∀＠うぼ∈N，（2うピ∈N∈F（θ），

　ノ（躍う＝％ゴ＠う（∀ゴ∈1＞）．
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全対応（Full　correspondence）：

∀＠うゴ∈N，（2うご∈N∈z（ε），

［⑰うf∈N∈F（6）＆π》）一πf（釣（∀ガ∈N）］⇒

＠う‘∈κ∈F（の．

この条件によって，配分ルールは，自然な性質を満

たす経済環境全てに関して，実行可能な資源配分の

非空部分集合を指定するものであり，かつ，その集

合のどの要素を選出しても各個人が獲得する効用水

準は変わらないものとなる．

　この配分ルールが《資源の平等》的配分ルールであ

る限り，最低限満たすべき条件としてローマーが定

式化した4つの公理は，以下の様に定義される：

パレート最適性（PO）（Pareto　Optimality）：

　　　　　∀ε∈Σ，（fうど∈κ∈F（2）

　　　　　はパレート効率的配分である．

経済的対称性（Sy）（Ecomomic　Symmetry）：

∀ε一〈窺；房；祝1，…，ガ〉∈Σ，

［ゴー〃ゴ（∀ゴ，ノ∈1＞）⇒（珈，…，珈）∈F（2）］．

資源単調性（RMON）（Resource　Monotonicity）：

　　　　∀θ＝〈勉；房；π㍉…，勿π〉，

　　　　θ’＝〈勉；τ’；π1ジ…，％π〉∈Σ，

　　　　［ガ≧ガ⇒μF（θ）≧μF（θり］，

　　　　ただしμF（ε）：＝　（z6ゴ（Fガ（6）））控Nかつ

　　　　戸（のはFがθの下で個人かに割り当て

　　　　る財ベクトルの集合．

次元間の資源配分の整合性（CONRAD）（Consis－

tency　of　Resource　Allocation　across　Dimensions）：

環境θ’一く〃什1；（飢互）；鼠…，πり∈Σかつ，〃ど

∈ひ階‘）（∀ガ∈1＞）において（2ご，9餌酬∈F（8’）で

あるとする．ただし，各個人は，財ベクトル〃に対

してその構成要素のうち高々1種類の財に対して正

の効用を得るにすぎない．いま窺次元の財空間で

定義される効用関数で，以下の様なものを考える：

　　∀即∈」碑，〃＊ど＠）：＝が＠，の（∀ゴ∈N）．

もしπ＊ご（0）＝0（∀ゴ∈N）ならばπ制∈σ㈲となり，

許容可能な経済環境ε＊一く勉；オ；〃＊1，…，がη〉が定
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義され，る．このとき，もし乃（θ＊）＝ノ1（ε’）ならば，

＠㌦酬∈F（θ＊）とならねばならない．

　以上の4つの公理を全て満たす《資源の平等》主義

的配分ルールは，以下に示す特徴をもつ：

定理［Roemer（1986；1988）］：パレート最適性

（PO），経済的対称性（Sy），資源単調性（RMON），

および次元間の資源配分の整合性（CONRAD）を満

たす配分ルールがユニークに存在する．それは全て

の個人に等しい効用水準を保証するパレート効率的

配分を常に割り当てるものである．

ドウォーキン流《資源の平等》論への本質的批判を意

味するこの定理は，CONRAD公理に強く依存して

いる．ローマーは，CONRADを要請する理由とし

て，《資源の平等》主義的配分ノレーノレは，ドウォーキ

ンの仮説的保険市場メカニズムに関するAppendix

Aの様な批判が妥当しないような配分ルールであ

るべきであると論じている．すなわち，この様な批

判は，配分ルールが整合性の条件を満たさないこと

　　仮説的保険市場メカニズムの下では，エンドル

フィンが隠れた内的資源として人々の効用生産に影

響を与えていたことが発見される以前と以後とで指

定される配分が変わってしまう　　に起因してい

る．しかしながら，そもそもいかなる内的資源が

人々の効用生産に影響しているかを常に完全に社会

が認識することは極めて情報コストが高い要求であ

る．むしろ事後的に内的資源が発見されたとしても，

ルールの指定する外的資源配分の値を変えずに済む

ように，ルールが予め設計されている方が望ましい．

これがCONRADを要請する動機である．

　しかしこのCONRADの要請は，上記の動機に基

づく要請としては明らかに強すぎるものであって，

むしろ配分ルールに厚生主義的性質を賦課すること

を意味する．この事実を見るために，先のコーンと

エンドルフィンの経済の例を用いよう．注20で示

したように，この例で定義される経済は

　　　　　θ’一〈3；（C，α1，α、）；π。，％8＞

で記述される。他方，エンドルフィンが隠された4

の還元経済（reduced　economy）は，

　　　　　　　ε＊＝〈1；C；〃，ω〉

で記述される．θ’とθ＊とのこのような関係は確か

にCONRADの前提条件を満たすものであるため，

F（¢’）＝F（θ＊）が要請される．すでに明らかな様に，
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仮説的保険市場メカニズムはこの要請を満たさない．

だが，個人Aと個人Bの効用関数の違いがエンド

ルフィンという隠れた内的資源の違いに起因するの

ではなく，個人Aに比して個人Bが常に享楽的な

生活を選択し続けることで《高価な選好》を発達させ

てきたが故である場合にも環境は

　ε＊＊＝〈1；C；〆，ω’〉，ただし〆＝θ，卿’＝ω

と表現され，これもまた環境ε’の還元経済
（reduced　economy）となる．このとき，4とε＊＊と

の関係がCONRADの前提条件を満たすことも容
易に確認できるため，F（の＝F（ε＊＊）とならねば

ならない．この事実は，CONRADが配分ルールに

対して，個人Bの効用欠損の原因が彼のハンディ

キャップであるか，彼が自発的に《高価な選好》を発

達させてきた結果であるかに無関心であることを要

求している．以上より，CONRADは，配分ルール

に対して《責任と補償》の原理の理念を放棄すること

を要求している．これは《資源の平等》論にとっては

容認しがたい条件であり，ルールに限りなく厚生主

義的な性質を賦課する公理である．実際，ローマー

［Roemer（1988）］自身が証明している．ように，

CONRADと以下で定義される《交渉問題における

厚生主義》公理とは同値であることが示される221：

交渉問題における厚生主義（W）（Welfarism）：

∀ε，θ〆∈Σ，［．4（ε）＝A（εノ）⇒μF（6）＝μF（4）］．

また，Appendix　Aの批判から配分ルールを免れさ

せるための要請として，CONRADよりもより直裁

的な《倒錯防止》（PP）（Perversity　Prevention）とい

う公理がローマーによって後に提案された
［Roemer（1994；chap．7；pp．178－9）］．その結果，

CONRADをPPで置き換える事によって，　PO，　Sy，

RMON，　PPの4公理を満たす配分ルールはもはや

《厚生の平等》基準を満たすものにならないことも明

らかになっている．以下，2人の経済モデル上で

PPの定義を与える：

倒錯防止（PP）（Perversity　Prevention）：任意の％，

び∈σ耽＋2で，以下の2つの性質を持つものを考え

る：

　（1）　∀灘∈」即，∀〃∈R＋，

　　　　π＠，〃，0）＝彩（鵡0，〃），

　（2）　∀之∈R＋，　π（」じ，0，g）＝π＠，0，0）＝

　　　　θ（謬，0，0）＝び（認，0，0）＝〃＠，g，0）．

ここでθ＝〈窺一i－2；（jEr，δ，み），％び〉，π≧ゐ，8＊

ニ〈ηz；酒；κ＊，zノ＊〉，ただし∀灘∈、配轄π＊（躍）＝

π＠，π，0）＆〃＊＠）＝び（灘，0，ろ）である．このとき，

θ（F2（θ））≧〃＊（F2（6＊））とならねばならない．

Appendix　C：責任と補償に関するミクロ経済理論

　《自然報酬の原理》と《補償の原理》を満たす資源配

分ルールの研究には，考察する資源配分問題の性質

に即して，3つのアプローチがある．第1は，フロ

ーベイ［Fleurbaey（1994；1995）］に代表され，る研究

である．そこでは，内的資源（ハンディキャップ）の

次元を消費可能空間に含む拡張された純粋交換経済

において，ハンディキャップによる効用の損失を貨

幣的補償によって相殺する際の貨幣の配分問題が考

察される23）．第2のボッサール［Bossert（1995）］に

代表される研究は，所得再分配モデルを定式化して，

人々がそれ，それの事前的所得に対して部分的にしか

責任がないときに適用されるファースト・ベスト再

分配ルールが，上記の2原理を満たすための条件を

明らかにしょうとした241．第3のフローベイ＝マニ

クエ［Fleurbaey　and　Maniquet（1996；1999）］に代

表される研究25）は，生産経済において個々人に非責

任的な労働スキル（skill）の格差が存在するもとでの

資源配分問題を取り上げて，そめ三三で上記2つの

原理の両立可能性を分析した26）．

　以上の3つのアプローチはいずれも個々人の選好

のあり方を責任的要因と仮定したうえでの理論分析

であるという点で一致している．他方，アーネッソ

ン，コーエン等の議論を踏まえ，《資源の平等》論と

は異なる《機会の平等》論の立場から，個々人の選好

のあり方が責任的要因であるか，非責任的要因であ

るかそれ自体も内生的に決定するような資源配分ル

ールの決定メカニズムを議論しているのが，ローマ

ー［Roemer（1993；1996）］である27）．

　以下の議論では，責任と補償の原理に関する第2，

第3のアプローチや《機会の平等》論アプローチにつ

いては触れず，もっぱら責任と補償の原理に関する

第1の，フローベイの拡張された純粋交換経済にお

ける分析に焦点を合せて議論を進める28）．責任と補

償の原理に関する第2，第3のアプローチで得られ，

た理論的帰結の基本的メッセージは，この第1のア

プローチで得られるそれと基本的にほぼ同じもので

あるので，我々は第1のアプローチのも． ﾆでの主要

な分析結果を見ていくことで，それに準ずる形で第

2，第3の主要な分析結果も理解できるからである．
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　純粋交換経済における，ハンディキャップによる

効用の損失を貨幣的補償によって相殺する資源配分

問題において，フローベイ［Fleurbaey（1994；1995）］

は《自然報酬の原理》と《補償の原理》を，この問題の

論脈で定義される配分ルールの性質に関する2つの

公理として定式化した．2つの公理の第1は，任意

の2個人の間で偶然的要因が等しいならば，資源が

平等に分配されることを要請する《等しい障害に対

する資源の平等》（EREH）の公理である．第2の公

理は，任意の2個人の間で主観的選好が等しいなら

ば，等しい厚生水準が達成されることを要請する

《等しい選好に対する厚生の平等》（EWEP）の公理

である．以下にその内容を簡単に紹介しよう．

　あるひとつの社会は集合N一｛1，…，紛で表され

る個々人から構成されているとしよう．任意の個人

ゴは移転不可能な内的資源，すなわちハンディキャ

ップ蛮と，R＋×y上で定義される選好順序品を

もつ．ただし，R＋は移転可能な外的資源に対する

個人の消費可能空間を表現し，yは存在し得るハ

ンディキャップ水準〃こからなる集合を表す．社会

には，ある固定された量の移転可能な外的資源ω∈

R＋＋が賦存する．いま，ン；（〃1，…，〃。）を個々人の

ハンディキャップ水準のプロファイル，R＝（RI，…，

R。）を個々人の選好のプロファイルを表すものとす

る291．注意すべきは，個々人のハンディキャップ水

準は，彼らに責任を問えない要因であり，他方，選

好は，個々人の責任が及ぶ要因であると仮定されて

いる点である．ここで，あるひとつの経済環境はプ

ロファイル召＝（N，〃，R，ω）によって定義される．

その普遍集合をDとしよう．

　社会の問題は，外的資源を個々人に分配すること

である．すると，任意の環境8に賦存する財ωの

実行可能配分集合は，

｝　ω　
＝

　
銑

Σ
“

到R
　
∈｛　＝紮ωZ

として定義される．このとき，配分ルールは関数

φ：D→R孕であり，それは任意の経済環境ε∈1）に

対して，ある実行可能配分φ（ε）rr∈z（2）を指定

するものである30）．φご（のはこのルールによって個

人ゴに割り当てられる外的資源を表している．

　《自然報酬の原理》と《補償の原理》に関する2つの

公理はそれぞれ以下の様に定式化されている：

等しいハンディキャップに対する等しい資源
（EREH）（Equal　Resource　for　Equal　Handicap）：

177

∀ε∈1），　∀∫，ノ∈2V，［〃f＝ン，＝⇒φf（θ）＝φ，（ε）］，

等しい選好に対する等しい厚生（EWEP）（EquaI

Welfare　for　Equal　Preference）：

　　　　∀θ∈D，　∀ゴ，ノ∈2＞，

　　　　［1～、＝1ぞノ⇒

　　　　（φガ（の，〃ピ）ム（φゴ（ε），〃ゴ），

　　　　orφ、（θ）＝0＆（0，エ〃）Rf（φ，（ε），〃」），・

　　　　orφ，（の＝0＆（0，〃，）R、（φ、（ε），〃∂】．

EREHは，非責任要因に関する相違を資源の補償的

分配の必要条件とする要請であって，非責任要因に

関して相違がない場合には，資源の格差的補償はな

されないことを意味している．他方，EWEPは，非

責任要因に関する相違のみが存在することを資源の

補償的分配の十分条件とする要請であって，責任的

要因に関する相違がない場合には，各人の主観的厚

生上の帰結的格差が解消するまで補償的分配がなさ

れなければならないことを意味している．フローベ

イはこれら両公理が矛盾することを示した：

命題［Fleurbaey（1994；1995）］：EREHとEWEP

をともに満たす配分ルールφは存在しない．

証明：N＝｛1，2，3，4｝の社会において，外的資源が

〃F〃2－1および〃3＝〃4ニ3であり，選好がR、＝R3

および，1～2＝品であるような環境で，選好凡＝R3

は麗（躍，〃）＝エ十〃によって，R2＝品はパ（躍，〃）＝

τ＋2〃によって表されるとする．さらにω＝5とす

る．このときEREHとEWEPを適用すると実行
可能配分が存在しなくなり，結果が得られる．II

フローベイの分析の目的は，この不可能性定理を出

発点として，2つの公理が両立可能となるまで各々

の要請を弱めること，そして両立可能となった弱め

られた2つの公理をみたす配分ルールのクラスを特

定化することにあった．以下がその第一ステップで

ある：

EREH＊1∀θ∈、0，［∀ガ，ノ∈N，〃ピ＝〃ゴ］⇒

　　　　［∀ゴ，ノ∈N，φご（θ）＝φ」（の］．

EWEP＊：∀θ∈D，［∀ゴ，ノ∈N，＆＝、晴］⇒

　　　　［∀ゴ，ノ∈ノV，　（φゴ（の，〃f）lf（φノ（の，〃5），or

　　　　φf（の＝0＆（0，〃、）1～ゴ（φ」（ε），シ」），or

　　　　φゴ（の＝0＆（0，ンゴ）Rご（φゴ（θ），シ，）］．



178 経　　済　　研　　究

れよう

EREH＊とEWEP＊とを共に満たす配分ルールの例

は以下の議論でいくつか与えられる．

　フローベイは上記の2つの公理をさらに以下の様

に弱めた．いま，ある外的資源ρ∈yおよび選好

πが社会の参照水準としてそれぞれ与えられたと

しよう．そのとき，

〃一EREH＊：∀θ∈D，［∀ガ∈2V，〃f＝ρ1⇒

　　　　　［∀ゴ，ノ∈N，φ、（θ）一φ5（θ）］．

R－EWEP＊＝∀2∈．0，［∀ガ∈1＞，1ぞf＝R］⇒

　　　　　　［∀ゴ，ノ∈N，（φ、（θ），〃、）ノ（φ、（ε），〃，），

　　　　　　φ、（θ）＝0＆（0，〃、）R（φ，（ε），〃，），or

　　　　　　φゴ（の＝0＆（0，〃ゴ）R（φf（θ），〃f）］．

ず一EREH＊は，すべての社会構成員のハンディキャ

ップが，社会がなんらかのプロセスを経て一それ

がいかなるプロセスであるのかという問題はここで

は問わない一選択したある参照水準ずと偶々一

致するならば，任意の2人の個人に配分される資源

は等しくならなければならないことを要請する公理

である．そもそも，《自然報酬の原理》は，個々人の

主観的選好の違い，従って責任要因の格差に対して

配分ルールが無関心であることを要請するものであ

るが，ず一EREH＊は全員の内的資源が，参照水準に

一致しないとはいえ，偶々等しい場合でさえ，責任

要因の格差に対する配分ルールの無関心性を必ずし

も要求しないものである．

　他方，R－EWEP＊とは，すべての社会構成員の選

好が，社会がなんらかのプロセスを経て　　それが

いかなるプロセスであるのかという問題はここでは

問わない一選択したある参照選好Rと等しいな

らば，任意の2人の個人の厚生水準は等しくならな

ければならないことを要請する公理である．この公

理は，全員が参照選好Rをもつ場合には，ある個人

の効用欠損がその個人の非責任要因に起因すると認

めることを意味する．従って，全員の選好が偶々一

致していたものの，それが参照選好に等しくない場

合には，ある個人の効用欠損は彼の非責任要因に起

因すると同定されるとは限らない．

　フローベイは，以上の公理群と，厚生経済学にお

ける代表的な衡平基準一《無羨望》基準と《平等＝

等価》基準　　との論理的関係を分析した．この経

済モデルにおける《無羨望》基準は以下の様に定義さ

定義［Roemer（1985）；Fleurbaey（1994）］：配分ルー

ルφ麗が無羨望配分ルールであるのは以下の場合

である：∀ガ，ノ∈N，∀θ∈D，

　　　　　（φ弊（召），〃f）1f（φダE（ε），〃，）．

明らかにφ雌はそれがwell・definedであるならば，

EREHとEWEPとを共に満たす［Fleurbaey
（1994）］．しかし，Pazner　and　Schmeidler（1974）が

労働スキルの異なる生産経済で効率的な無羨望配分

が存在しないことを示した議論と類似の方法で，こ

の経済でもφκEは一般にwell－definedでないこと

を確認できる．従って，フローベイは《無羨望》基準

を弱めた4つの配分ルールを提唱する．それらは，

バランスされた最小羨望（Balanced　and　MinimaI

Envy）配分ルール［Fleurbaey（1994）］，羨望強度ミ

ニ・マックス（Minimax　Envy　Intensity）配分ルー

ル［Fleurbaey（1994）］，最小全員一致支配（Minimal

Unanimous　Domination）配分ルール［Fleurbaey

（1994）；Iturbe　and　Meto（1996）］および，π一条件

付き平等（尺一Conditional　Equality）配分ルール

［Fleurbaey（1995）］である．

　バランスされた最小羨望配分ルールの定義のため

に，配分の集合B（のを以下に定義しよう：

∬∈B（θ）

　⇔∀ゴ∈N，＃｛ノ∈2＞1（即、，のム（∬ゴ，鋳）｝

　＝＃｛ブ∈2＞1（銑，〃f）ム（必ゴ，〃ブ）｝．

また，

　E（θ，躍）：＝＃｛（ゴ，ノ）∈N×Nl（灘，，〃ゴ）R（為〃、）｝

とする．このとき，

定義［Fleurbaey（1994）］：配分ルールφB耀がバラン

スされた最小羨望（Balanced　and　Minimal　Envy）

配分ルールであるのは以下のときである：

　　∀θ∈D，φ躍E（の∈B（ε）＆∀必∈B（θ），

　　　E（θ，φβ”E（の）≧E（ε，灘）．

　羨望強度ミニ・マックス配分ルールは以下のよ．う

に定義される：

定義［Fleurbaey（1994）］：配分ルールφ龍1が羨望強

度ミニ・マックス（Minimax　Envy　Intensity）配分

ルールであるのは以下のときである：

∀θ∈D，　∀エ∈z（θ），



max泓（6，必）≧max泓（2，φ舷E1（ε）），
　　　f∈1v

ただし

　EZご（ε，エ）

f∈押
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：＝min｛δ∈κ1∀ノ∈N，＠汁δ，〃f）尺（紛，防）｝．

　最小全員一致支配配分ノレールを定義するために，

Z匹＝｛G⊆Nl＃G＝〃z，ゴ∈o｝としよう：

定義［Fleurbaey（1994）；Iturbe　and　Nieto（1996）］：

配分ルールφ脚。が最小全員一致支配（Minimal

Unanimous　Domination）配分ルールであるのは以

下の場合である：∀e∈D，∋窺∈｛1，…，η｝，

｛
（i）

　（ii）

∀ゴ∈2V，∀G∈翠，∀ブ∈1V，一々∈G，

（φ鮒。（の，〃∫）1々（φダω（θ），〃ゴ）．

∀ρ＜吻，∀必∈z（θ），ヨガ∈1＞，ヨG∈1ノ，

ヨブ∈2＞，∀ん∈G，（ゐ，〃ゴ）几（銑，ンノ）

　これら3つのルールに関しては，以下の性質があ

る：

　1．バランスされた最小羨望配分ルールは，

　　EREH＊とEWEP＊を共に満たすルールである
　　［Fleurbaey（1994）］．

　2．羨望強度ミニ・マックス配分ルールもまた，

　　EREH＊とEWEP＊を共に満たすルールである
　　［Fleurbaey（1994）］．

　3．最小全員一致支配配分ルールは，EREHと

　　EWEP＊を共に満たすルールである［Fleur－

　　baey（1994）；Iturbe　and　Nieto（1996）］．

これらのルールは，いずれも各経済環境における個

人の主観的選好プロファイルを情報的基礎として定

i義される《弱い無羨望》基準であるという点で，極め

て厚生主義的な性質を有するものである．

　一方，R一条件付き平等配分ルールは，必ずしも個

人の主観的選好情報と関連付けて定義されるとは限

らない，ある参照選好関係R　　それがいかなるプ

ロセスによって導出されたかは問わない一による

評価に基づく無羨望配分を要請するものである：

定義［Fleurbaey（1995）］：配分ルールφRCEがR一条

件付き平等（R－Conditional　Equality）配分ルールで

あるのは以下のときである：∀ε∈D，∀ゴ，ブ∈N，

　　　　　（φ∫（ε），〃、）1（φ5（の，〃」），or

　　　φご（の＝0＆（0，〃‘）R（φ5（θ），〃ゴ），

　　　　orφ，（θ）＝0＆（0，〃ゴ）R（φ、（ε），齢）．3’）
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R一条件付き平等配分ルーノレがCEはEREHとR－

EWEP＊をともに満たすルールである．

　次に，この経済モデルにおける《平等＝等価》基準

は以下の様に定義される：

定義［Fleurbaey（1995）］：配分ルールφ8EEがず一平

等・等価＠一egalitarian　equivalent）配分ルールで

あるのは以下のときである：∀θ∈D，ヨ露∈R＋，

∀ゴ∈N，

（φダEE（・），〃、）1、（♂，ρ），・・

［φノE左（・）一〇＆（0，〃・）R・（藷，ず）］．32）

〃一平等＝等価配分ルールがEEは〃一EREH＊と

EWEPをともに満たすルールである．

　ここで，配分の衡平性に関する別の視点からの評

価原理を導入する：任意の環境ε＝（2V，〃，R，ω）∈

Dが与えられたとき，配分ルールφによって必∈

Z（6）が割り当てられていたとしよう．このとき，

社会Nの部分集合Gの下で構成される人口還元経
済・㏄・一（・陥＆，混の，ただし炉（〃拙

かつRG＝（凡）ぽ，κ，で定義しよう．このとき，以下

の公理を定める：

整合性（CON）［Consistency；Thomson（1988）］：

∀θ∈D，∀G⊆2＞，

　φG（θ）＝φ（6G），ただしφG（2）：＝（φピ（θ））控G．

この公理はルールの人口変化に関する安定性を要請

する条件である．整合性（CON）を満たす配分ルー

ルで，EWEP＊とEREH＊をともに満たすものは残

念ながら存在しない［Fleurbaey（1995）］．しかし，

フローベイは《自然報酬の原理》と《補償の原理》を体

現する公理をそれぞれ1ぞ一EWEP＊と翫EREH＊に

弱めることで，以下の可能性定理を導き出した：

定理［Fleurbaey（1995）］：R一条件付き平等配分ルー

ルφRcEはEREH＊とR－EWEP＊およびCONを
満たす唯一の配分ルールである．他方，ず一平等＝

等価配分ルールがEEはσ一EREH＊とEWEP＊お

よびCONを満たす唯一の配分ルールである．

これらの研究は，《責任と補償》原理を通じて，個
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人の消費空間に分割不可能で移転不可能な内的資源

の次元を含んだ拡張された資源配分問題において，

伝統的な2つの衡平配分基準　　《無羨望》基準と

《平等＝等価》基準　　の示すパフォーマンスの特徴

分けを行うことに貢献して来た．第1に，債任と

補償》原理は，それが《自然報酬の原理》と《補償の原

理》をそれぞれ表現する2つの公理の結合として定

式化され得る限りにおいて，撫羨望》基準と密接な

関係がある．しかし，この環境において無羨望配分

ルールは一般にwe11－definedでないという欠点が

あった．他方，《平等＝等価》基準は《自然報酬の原

理》と備償の原理》の主張をかなり弱めた2公理と

関係付けられる．とりわけ，それは《補償の原理》を

かなり強い形式（EWEP）で満たすが，《自然報酬の

原理》の観点からは魅力的な性質を備えているとは

言い難い．また，ある社会的な参照選好による評価

に基づく撫羨望》配分を割り当てるルールφ配Eは，

むしろ《自然報酬の原理》をかなり強い形式（EREH）

で満たすが，《補償の原理》の観点からは魅力的な性

質を備えているとは言い難い．

　以上の成果は，フローベイ達の《自然報酬の原理》

と《補償の原理》の公理が，ドウォーキン，アーネッ

ソンなどの汗管と補償》原理の概念を的確に定式化

し得ていると評価できる限りにおいて，伝統的な2

つの衡平配分ルール　　無羨望配分ルールと平等＝

等価配分ルール　　を一任》と《補償》という新たな

視点から特徴付けすることに成功していると評価す

ることができる．しかし，彼らの《自然報酬の原理》

と《補償の原理》の定式化は，ドウォーキン，アーネ

ッソンなどの《責任と補償》原理を極めて帰結主義な

観点から定式化したものであって，彼らの：本来の概

念を的確に定式化し得ているか否かには依然として

異論の余地がある．彼らの議論の本質にとってより

適切と思われる定式化のもとでは，《自然報酬の原

理》と《補償の原理》の矛盾という状況は必ずしも成

立するとは限らないと思われるのである．

　この点に関して，フローベイ達の配分ルールが社

会選択対応（social　choice　corresp6ndence）として

定義されているのに対して33），クラニッチ，後藤・吉

原［Kranich（1994）；Gotoh　and　Yoshihara（1999；

1999a）；Yoshihara（2000）］などは，生産経済での労

働供給の選択の自由を各個人に保証し，産出された

財の分配の仕方を指定する分配ルール（distribution

rule）を定義して，その衡平性を《責任と補償》原理

の観点から分析している．分配ルールはゲーム形式

（game　form）として定義される関数であり，個人が

選択の自由の行使の帰結に対する責任を負うことを

より明示的に表現できる点に特徴がある．分配ルー

ルにおける《自然報酬の原理》をいかに定義するかは

様々な議論の余地があり得るが，ひとつの可能性は

ハンディキャップが等しい個人間ではより多い労働

時間供給に対してより多い財の分配を行うことを要

請するというものである［Gotoh　and　Yoshihara

（1999；1999a）；Yoshihara（2000）］．他方，《補償の

原理》は等しい労働時間を供給する個人間では等し

い帰結を保証するものとなる［Kranich（1994），

Gotoh　and　Yoshihara（1999；1999a），　Yoshihara

（2000））］．このように定義された場合，両原：理は必

ずしも相矛盾するものではないことが示される．

　（一橋大学経済研究所・一橋大学経済研究所）

　注
　1）　《新》厚生経済学の失敗の簡潔な解剖学として，

Suzumura（1999；2000）および鈴村（2000）を参照せよ．

　2）　アローの一般不可能性定理の積極的な意i義に関し

ては，Sen（1999）も参照せよ．

　3）　厚生主義的帰結主義が正統派の厚生経済学を乱座

する情報的基礎であること，そしてこの情報的基礎が厚
生経済学の貧困のひとつの理由となっていることに関し

ては，Suzumura（2000）および鈴村（2000）を参照せよ．

　4）Sen（1997，　Chapter　1）を参照せよ．また，批判の

射程を厚生主義的帰結主義一般に拡大したセンの論法に

ついてはSuzumura（2000，　Section　4）を参照せよ．

　5）　厚生主義的に解釈されたロールズの《格差原理
（difference　principle）》を公理化するに際してハモンド

［Hammond（1976）］が導入した衡平性の公理は，センが

一定額の所得の分配という特殊な論脈で定式化した衡平

性の弱公理を，社会的選択の一般的小胆に拡大した公理

である．

　6）Sen（1997，　Theorelη1．2）を参照せよ．

　7）　この観点から福祉国家論を簡潔に素描した論文と

して，鈴村（1999）を参照せよ．

　8）　ディッケンズの『クリスマス・キャロル』の読者

ならば，「小さな松葉杖を脇にかかえ，足には鉄の輪がは

まっている」リトル・ティムが，「幸福で感謝しており，

互いに愛し合い，今日の暮らしに満足」しているために，

冷酷で貧欲なスクルージが狡猜に表明する満足と比較し

て一様に高い満足を真摯に表明したとしても，リトル・

ティムにではなくスクルージにより多くの所得を与える

分配を最適と認めることには，大いに躊躇するに違いな

い．また，困窮に対する適応的選好形成によって，ひと

が表明する効用ないし満足が福祉の指標として著しい歪

みをもつ可能性を指摘したセン［Sen（1985，邦訳pp．35－

36）］を参照せよ．

　9）　効用（厚生）の個人間比較に対する拡張された同情

アプローチの意義と限界に関しては，Suzumura（1997；
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2000，Section　5）を参照せよ．

　10）　ローマー［Roemer（1985）］は，このような仮説的

状況の特徴を《薄い無知のヴェール》と呼んだ．ロールズ

［Rawls（1971）］は彼の正義の原理が社会契約によって

人々に同意されることを説明するために，撫知のヴェ

ール》によって人々が多くの情報から遮断された仮説的

な状況を想定したが，ロールズが想定した状況では，

人々は自分の資質やハンディキャップを知らないのみな

らず，自分の効用関数についても無知だと仮定されてい

る．ドウォーキンの無知のヴェールが「薄い」という表

現は，ロールズの無知のヴェールと比較して用いられて

いるのである．

　11）以下のローマー批判の主旨はトーマス・スキャ
ンロン［Scanlon（1986）］の批判と本質的に同一である．

　12）　この点を筆者のひとり（鈴村）は，オール・ソウ

ルズ・カレッジに滞在中の1988年にドウォーキン自身

に確認したことがある．

　！3）　この問題に関する簡潔な展望としては，Roemer

（1996，Chapter　8）および吉原（2000）を挙げておきたい．

　14）　本節の分析は，鈴村。蓼沼（2000）に本質的に依

存している．

　15）　とはいえ，パレート基準が地球温暖化問題に適

用可能なケースが皆無だというわけでは決してない．こ

の基準の適用可能性がある状況は，2つの政策α亡孝とゲ

が将来世代にもたらす影響は全く同一だが，現在世代に

課されるコストが異なる場合である．この場合に適用さ

れたパレート基準は，同一の効果を持つ政策間のコスト

最：小化の原理として機能する．しかし，実際問題として

地球温暖化対策において「将来世代にもたらす影響は全

く同…だが，現在世代に課されるコストが異なる2つの

政策」があり得るかといえば，その可能性は非常に限ら

れているといわざるを得ない．例えば，温暖化ガスの排

出権取引が実行されるか否か，あるいは実行される場合

でもどのような形式と制約に基づいて取引が実行される

かによって，地球上のどの地域で実際に温暖化ガスが削

減されるかは異なってくるが，これは当然ながら将来世

代の個体を識別する特性に相違をもたらさざるを得ない

からである．

　16）例えば，ドウォーキンの仮説的保険市場のモデ
ルは，ひとが自分の誕生籔の不運な帰結に対して条件指

定付の保険契約を締結できるという虚構によって，包括

的な資源の平等に関する規範的な原理を発見する理論的

工夫だった．

　17）　われわれがいう現在世代の：負う第2の意味の責

任を，将来世代のもつ権利の侵害に対する現在世代の賠

償責任と捉えてはならない．既に説明した通り，将来世

代の人格の非同一性問題のために，そのような権利設定

には論理的な困難があるからである．債任と補償》の原

理に基づくわれわれの主張は，現在世代の選択から一方

的に不利益を被る人々が将来存在することになるような

歴史的経路の選択は，規範的に望ましい経路選択とはい

えないということである．それは，現在時点では合理的

な代理が不可能な将来世代の選好や権利とは，全く無関

係な規範的主張なのである．

　18）その主旨の研究のサンプルとしては，Cohen
（1989；1990），Sen（1980）などを参照せよ．
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　19）最近の代表的な研究例としてBlackorby　and
Donaldson（1984；1991），　Blackorby，　Bossert　and

Donaldgon（1995；1997），　Broome（1992），　Dasgupta

（1988），Hammond（1988）を参照せよ．

　20）例えば，先の2人の共同体でのコーンとエンド
ルフィンの例における経済環境は，ここでは以下の様に

記述されるゴ

　　　　　　　〈3；（C，α1，α2）；臨，伽〉

　　　　　　　但し，㍑ん勧∈ぴ3｝かつ

　　　　　　任意の（C，α1，α2）に関して，
　　　π。（C，α1，0）一㍑。（C，α1，α、）一戸（C，α1）

　　　π。（C，0，α、）＝π。（C，α1，α、）一π（C，α・）

　21）　こごでは議論の簡単化のために，配分ルールの

定義域に含まれる経済環境は全て強単調の効用関数プロ

ファイルをもち，そこから導出される効用可能性集合が

強包括的になるものだけに限っている．ローマーのオリ

ジナルの議論［Roemer（1988；1996）］では，それ以外に

弱単調の効用関数プロファイルをもち，そこから導出さ

れる効用可能性集合が弱包括的になるより広い経済環境

のクラスをも，ルールの定義域として考察している．

　22）正確には，W⇒CONRADかつ，　Axiom　DΣ
∩CONRAD⇒Wが成立する．ここではAxiom　DΣ
を満たす配分ルールを仮定しているため，Wと
CONRADの同値性がいえるのである。
　23）　フローベイと同様の拡張された純粋交換経済で

類似の分析を行った文献としてIturbe　and　Nieto（1996）

がある．

　24）　ボッサールに代表される第2のアプローチの主
要文献としては，他にBossert　and　Fluerbaey（1996），

Iturbe（1997），　Sprumont（1997），　Bossert，　Fleurbaey，

and　Van　de　gaer（1999）が挙げられる．

　25）　フローベイ・マニクエ［Fleurbaey　and　Mani－

quet（1996，1999）］に代表される，労働スキルに格差のあ

る協同的生産経済（cooperative　production　economies）

における資源配分問題の分析については，他にBossert，

Fleurbaey，　and　Van　de　gaer（1999），　Fleurbaey　and

Maniquet（1997），Gaspart（1996，1998），Maniquet（1996）

がある．また，同じ協同的生産経済における資源配分問

題の論意でより高水準の労働スキルをもつ個人のより多

くの便益の享受は正当と見敬すロック＝ノージッタ流の

自己所有権（self－ownership）の立場を反映した配分ルー

ルの議論は，Cohen（1986，1989a），Moulin　and　Roemer

（1989），Roemer　and　Silvestre（1989，1993），　Moulin

（1987，1990），Roemer（1989），　Yoshihara（1998，1999，

1999a）等で行われている．この後者の系列の研究に関

する邦文での紹介論文としては，例えば，吉原（1999，

2000）を見よ．

　26）　以上3つのアプローチのうち，第1，第3の研究
は，ドウォーキン［Dworkin（1981a）］の《野心対ハンディ

キャップ》，《野心対タレント》の構図を反映したものと

考えることもできる．

　27）　渡会の平等》論では，対象となる機会集合をど

の定義域で定めるかということ自体が，哲学上の論争点

となる．この点で，アーネッソンは《厚生に対する機会

の平等（equal　opportunity　for　welfare）》［Arneson

（1989）］を，コーエンは《優位へのアクセスの平等（equa1
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access　to　advantage）》［Cohen（1989，1990）］を提唱した．

ローマーは，いかなる帰結に対する機会集合が適切であ

るかという議論には直接介入せず，機会集合の定義域を

定める帰結については社会的に与えられたものとしたう

えで，次に重要な問題となる《機会の平等》基準の実行メ

カニズムとしていかなるルールが適切であるかについて

提案を行っている．その他，アーネッソン流の《厚生に

対する機会の平等》論の数理的定式化としては，Fleur－

baey（1995b）がある．《潜在能力集合（capability）》概念

を用いたセンの平等論［Sen（1980）］に関連する数理的分

析としては，Herrero（1996），　Gotoh　and　Yoshihara

（1999，1999a）がある．また，《機会の平等》的観点からの

配分ルールの選択に際して，機会集合の社会的評価をい

かに行うかという問題が存在するが，その問題の理論的
分析を行った文献として，Bossert，　Fleurbaey，　and　Van

de　gaer（1999）及びGotoh　and　Yoshihara（1999，1999a）

がある．

　28）責任と補償の原理に関する第2，第3のアプロー

チおよびアーネッソン，ローマー等の《機会の平等》論ア

プローチを含めたより詳細な議論は，吉原（2000）を見よ．

　29）　ドウォーキン流《資源の平等》論に対するローマ

ーの議論［Roemer（1985，1986）］とは異なり，ここでは個

人の選好順序は序数的にのみ測定可能で，個人間比較不

可能な効用関数で表現できるだけであるとされている．

　30）以下ではFleurbaey（1995）の定式化に従って配

分ルールは一価関数として定義し，公理もそれに沿って

記述される．しかしながら，Fleurbaey（1994）の定式化

の様に配分ルールを対応として処理しても，以下の議論

の本質に影響はない．

　31）　このルールがwe11－definedであることはFleur－

baey（1995）において証明されている．

　32）　このルールがwe11－definedであることもFleur．

baey（1995）において証明されている．

　33）　この点に関しては，所得再分配ルール［Bossert

（1995）］も，労働スキル賦存の異なる協同生産経済での

資源配分ルール［Fleurbaey　and　Maniquet（1996；

1999）］も同様である．
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